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研究成果の概要（和文）：本研究は、自由で平等な社会において、政治的権威が正統性を持つための条件を検討
した。その成果に基づいて、特に民主的決定の正統性条件を、手続の内在的価値に定位する手続主義と手続が産
出する結果に定位する道具主義に区分した上で、検討した。
こうした理論的研究が、様々な実践的問題に対して含意を持つことも同時に示した。検討した実践的問題は、例
えば、多数決はがくじ引きに優位しうるのなぜか、民主制が権威主義に優位しうるのか、株式会社における株主
総会と経営者の権限分配をどうすべきか、国家が領域管轄権を持つ根拠は何か、植民地支配が不正であるのはな
ぜか、などである。

研究成果の概要（英文）：This research examined the conditions for the legitimacy of political 
authority in a free and equal society. Based on the results, this research then examined the 
conditions for the legitimacy of democratic decisions, particularly by distinguishing between 
proceduralism, which locates the legitimacy of democratic decisions in the intrinsic value of 
procedures, and instrumentalism, which locates it in the outcomes produced by procedures.
This research also showed that such theoretical studies have implications for various practical 
issues. The practical issues examined include, for example, why majority rule is superior to 
lottery, whether democracy is superior to authoritarianism, how the general meeting of shareholders 
and the management in a firm should distribute authority, what is the basis for a state's 
territorial jurisdiction, and why colonial rule is unjust.

研究分野： 法哲学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
自由で平等である社会において、いかにして権威的関係が正当化されうるのか。この基本的な問題に対して、先
行研究を精査した上で、権威を得体の知れないものとしてではなく、可能な限り合理化するような解答を与え
た。
この権威論に基づいて、民主的決定の正統性についても検討を行った。単なるくじ引きと比べて多数決による決
定が優れているとすればそれはなぜかを検討することで、民主的決定の正統性は一定程度結果のよさに依拠して
いることを示した。さらに、権威主義と比べて民主制は優位しているといえるのか、経営者による判断と比べて
株主総会での民主的決定は優位しているといえるかといった重要な実践的問題に対しても検討を行った。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 「法に従う義務はあるか、あるとすればその根拠は何か」という問いは、法哲学の根本的アポ
リアでありつづけてきた。この問題は、「遵法義務」ないし「政治的責務」と呼ばれ、現在に至
るまで広く議論されている。 
 こうした政治的責務の問題と対になる形で議論されてきたのが、「政治的権威」の問題である。
政治的権威は政治的強制力（あるいは政治権力）と対比され、強制力を用いずに人々の行動に影
響を与える性質として理解されている。国家が、事実上の政治的権威のみならず正統な政治的権
威を持つための条件は何であるかが、近年盛んに議論されている。 
 しかしながら、政治的権威の正統性という問題に関する議論状況は、実のところ極めて錯綜し
ている。その主たる理由は、政治的権威・正統性・統治権・政治的責務・政治権力といった基本
概念や、概念相互の関係について、統一的な見解が存在しないことにある。 
 
 
２．研究の目的 
 
 本研究が目指すのは、政治的権威・正統性・統治権・政治的責務・政治権力といった基礎概念
を明確化した上で、政治的権威の正統性条件を検討することである。 
 自由で平等な人間関係を前提とした上で、権威の存在が自由や平等と矛盾せずむしろそれを促
進しうるとするならば、権威はどのような条件を充足する必要があるか、という問いを設定し探
究することが、本研究の主たる目的である。 
 こうして得られた権威論が、現代社会に対して持つ含意を検討することも、本研究の重要な目
的である。 
 
 
３．研究の方法 
 
 本研究の主たる方法として、議論の論理構造を分析・検討し、絡み合った概念連関を解きほぐ
すことで、政治的権威・正統性・統治権・政治的責務・政治権力といった基礎概念について明確
な規定を与え、それに依拠して政治的責務の正統性条件という問題を明晰に論じていくという
手法を採用する。 
 
 
４．研究成果 
 
 この３年間の研究において、以下のような成果を得た。 
 
(1) 権威が正統性を持つための条件について、ラズの権威論を検討した。その検討に基づいて、
権威的判断に従うことが対象者自身の判断に従うよりも優れているという条件(優位条件)と、
権威的指令が依拠する理由が権威関係に先行して存在するという条件(先行条件)が、権威の正
統性には必要であることを示した。 
 
(2) 権威の正統性論に基づいて、民主的意思決定が正統性を持ちうる条件を検討した。民主制の
正当化論として、民主的意思決定手続に内在する価値にその根拠を見出す手続主義と、民主的意
思決定手続が産出する結果の価値に根拠を見出す道具主義が対立している。 
 多数決による決定とくじ引きによる決定を対比することで、両者は政治的平等の点で等価で
あること、そのため手続主義では民主制(多数決)の正当化論として不十分であり、手続が産出す
る結果の価値に根拠を見出す道具主義が重要であることを示した。 
 
(3) 民主制の道具主義による正当化のなかで、民主制は政治的正解を発見する蓋然性が高いと
いう認識価値に基づく正当化論の意義と限界について検討した。この議論によれば、ある事柄を
決定する決定くじであれ、代表を選出する選出くじであれ、くじ引きによる決定はランダムであ
り認識価値を欠くとして、否定的に評価されることになる。もっとも、くじ引きには、決定にお
けるバイアスを排除する効果があること、多数が決定に参加せずに済むため効率的であること
を、同時に示した。 
 
(4) 民主制が手続主義ではなく道具主義によって正当化されるとすると、権威主義に対する民
主制の優位は揺るがされるようにみえる。権威主義体制が産出する結果が十分によいならば、民
主制と同様に権威主義も正当化されるからである。問題は結果のよさに関わるのであり、権威主



義が正統性を持つためには、人々の自由に対する権利を保障することが必要であることを示し
た。 
 
(5) 道具主義による民主制の正当化は、政治的能力を欠く子どもに選挙権を与えない現在の実
践と整合的であるようにみえる。しかしながら、政治的知識に関する経験的研究からすると子ど
もを政治的に排除するという現状には疑問があること、手続主義による民主制の正当化を考慮
すれば子どもに選挙権を与える十分な理由があること示した。 
 
(6) 以上のような研究成果は、国家レベルの民主制に限定されるわけではなく、国家以外の集団
における民主制にも応用できる。本研究は、株式会社における株主総会に応用を試みた。経営者
と一般株主の持つ情報の格差を考慮するならば、認識価値を重視する道具主義からは、株主総会
ではなく経営者に決定権限を付与すべき事項が多いこと、にもかかわらず経営者の選任・解任に
ついては支配の規律という別の原理(共和主義)によって株主総会に決定権限を付与すべきであ
ることを示した。 
 
(7) 権威が正統性を持つ条件として、支配の縮減を目的とする共和主義の検討を行った。特に、
国家による強制である刑罰の正当化について、共和主義の可能性を探究した。罪刑法定主義、刑
法の謙抑性、私的刑罰の禁止といった刑法の基本原則は、通常刑罰の制約原理としてのみ理解さ
れているが、実は刑法の基本原則の背景には共和主義が隠れており、その共和主義が刑罰の正当
化根拠ともなり得ることを示した。 
 
(8) 政治的権威の領域性について、検討を行った。国家のような政治的権威が正統性を持つの
は、一定の領域内のみであると理解されている。カントの植民地論を検討することで、そのよう
な理解には疑問の余地があることを示した。それと同時に、植民地支配が許されない複数の根拠
を検討し、何が正しい状態であるかに関して権威を持つ判定者がいないがゆえに、公正な地球裁
判所がない限り植民地支配は許されないことを示した。 
 
(9) 政治的権威の領域性に関する別の論点として、国家が領域に対して持つ権利である領有権
について検討を行った。国家の領有権に関する従来の議論を整理・精査した上で、国家の管轄権
を正当化する論拠について検討を行い、国家の正統性の基盤には、領域に対する権利ではなく責
任があることを示した。 
 
(10) 以上のような議論の背景にある道徳の構想について検討した。いかなる条件で他人にリス
クを課すことが許容されるかという問題について、社会全体の結果のよさに着目する帰結主義
(費用便益分析)と、契約当事者の相互承認を基礎に置く契約主義を対比して、検討した。契約主
義が道徳の本質を捉えているものの、帰結主義の発想も取り入れる必要があるという暫定的結
論を示した。 
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